
 
 
 
 

 

 

申請書を窓口（郵送可）に提出し、支給が決定しますと、渋谷区と社会福祉協議会が助成した価格

で紙おむつが購入できます。 

 

対象となる方 

【以下のすべてに当てはまる方】  かつ  【以下のいずれかに当てはまる方】 

 

 

サービス利用の流れ 

申請 【提出書類】 

       □紙おむつ購入費助成申請書 

□添付書類(有効期限内のもの、以下のいずれか) 

 

□介護保険被保険者証のコピー 

□身体障害者手帳のコピー 

□愛の手帳のコピー 

□精神障害者保健福祉手帳のコピー 

□難病の方は紙おむつ使用証明書(病院記入) 
 

登録  社会福祉協議会の名簿に登録 

紙おむつ決定通知書、カタログ送付 社会福祉協議会→郵送指定先 

委託業者に注文 ご利用者様が直接、電話もしくは FAX でご注文ください 

紙おむつ配送 委託業者→配送指定先 

紙おむつ代支払 配送時に配達員に直接もしくは払込用紙にてお支払いください 

 

 

□ 渋谷区に住民票がある 

□ 常時、紙おむつを使用している 

□ 生活保護を受給していない 

□ 介護保険要介護１～５の方(要支援は対象外) 

□ ３歳以上で身体障害者手帳・愛の手帳・精神

障害者保健福祉手帳を有する方 

□ ３歳以上で障害者総合支援法第４条に基づ

く難病等の方 



購入限度額 

 購入限度額は３,５００円までとなります。申請後、支給が決定するとパンフレットをお渡しします

その中からご希望の商品をご注文ください。 
 

配送について 

 渋谷区内は無料配送となります。 

 区外への配送をご希望される方は、別途配送料がかかります。 

購入金額 配送料 

１,７５０円以下 １,０００円 

３,５００円以下 ２,０００円 

 

注文日と配送日について 

 ご利用者様が直接委託業者にお電話もしくは FAX でご注文ください 

注文・変更等の連絡をする日 紙おむつが配送される時期 

各月の 20 日まで(20 日が休日の場合は前日) 翌月の１日～7 日頃 

 

 

以下の場合は社会福祉協議会までご連絡ください 

＊介護保険施設に入所した 

＊利用者が死亡した 

＊紙おむつを必要としなくなった 

＊他の市区町村へ転出した 

＊ご登録（申請）時の住所及び配送先が変更になった 

＊支給対象者の要件に該当しなくなった 

 

更新手続について 

＊３年に一度、更新手続を行います。 

＊登録期限が近づきましたら更新用の書類をお送りいたします。 

＊期限内に更新手続をしていただけなかった場合は新規にてご登録をお願いいたします。 

 

 

【問い合わせ先】 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉係 

〒150-8010 渋谷区宇田川町 1-1 

渋谷区役所 2 階 

           電話 ０３－５４５７－２２００ 
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